
○国立大学法人香川大学不動産貸付細則

平成17年3月1日

(目的)

第1条　この細則は、国立大学法人香川大学固定資産管理規程(以下「管理規程」という。)第19条の規定に基づき、国立大学

法人香川大学(以下「大学法人」という。)における固定資産のうち不動産(以下「不動産」という。)の貸付に関する手続

きを定めるものであり、関係法令その他の規程に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。

(貸付を認める範囲)

第2条　不動産の貸付は、その本来の用途又は目的を妨げない限度における必要最小限の範囲において認めることができる。

(貸付を認める基準「長期」)

第3条　大学法人の不動産の貸付のうち、その期間が長期(1か月以上)にわたるもの(以下「長期貸付」という。)の貸付の範

囲の基準は、次の各号に掲げる場合とする。

(1)　職員、大学等における学生、病院における入院患者等(以下「職員等」という。)のため、食堂、売店、理髪店、その

他職員等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合

(2)　職員等が利用するために、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動預払機をいう。)を設置する場合

(3)　運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められる場合

(4)　信号機の設置のように公共的見地から要請が強い場合において、必要最小限の面積について使用を認める場合

(5)　本学の卒業生で構成する同窓会、本学の教育研究活動に密接に関連のある学会等が大学及び教職員の支援及び援助の

ために不動産を使用する場合

(6)　次のアからエまでのいずれかに該当し、大学の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合

ア　大学の施設を公開する場合において、入場者等へのサービス等を大学以外の者に行わせるため、不動産の一部を使

用させる場合

イ　作業の内容(種類、期間等)によって、大学以外の者に設置させることが適当と認められる場合において、不動産の

一部に設置させることによって大学の事務・事業の円滑な運営が期せられる場合

ウ　大学の施策に基づき広く一般国民に当該情報等を提供しなければならない場合において、一般国民へのサービスを

大学以外の者に行わせるため、不動産の一部を使用させる場合

エ　大学法人不動産の利用のための施設として、売店、宿泊施設、駐車場等を設置する場合

(7)　次のアからカまでのいずれかに該当し、当該不動産の使用を認めないことが大学法人の立場上又は社会的、経済的見

地から妥当でない場合(ただし、大学法人の事務、事業に支障のない場合に限る。)

ア　大学法人の試験研究施設を使用しなければ試験、研究、試作等が困難な場合において、当該不動産を使用させる場

合

イ　大学法人の土地を利用しなければ、住宅等への材料の搬入ができない場合等において、当該土地を使用させる場合

ウ　隣接地の所有者が大学法人の土地を使用しなければ上・下水を上・下水道まで通過させることができない場合等に

おいて、上・下水管等を設置させる場合

エ　国立大学法人等の教員等の特許権等を扱う技術移転機関(承認TLO)又は国立大学法人等の所有の特許権等を扱う技術

移転機関(認定TLO)にその事業の用に供するため不動産を使用させることが必要と認められる場合

オ　国立大学法人等の研究成果を活用した事業(創業準備を含む)を行う中小企業又は個人にその事業の用に供するため

不動産を使用させることが必要と認められる場合

カ　災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供する場合

(8)　その他学長が特に必要として認めた場合

(長期貸付の期間)

第4条　長期貸付の場合の貸付期間は、次のとおりとする。

(1)　通常の貸付の場合　原則3年以内

(2)　地上権を設定することができる場合　10年以上30年以内

(3)　電柱等の貸付の場合　電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に定められた額が改定されるまで又は電気

事業者等の内規により定められた使用料が改定されるまで

2　貸付期間を3年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合は、他の法律の定める期間内において、その必要の程度に

応じて定めるものとする。

3　必要に応じて貸付期間を更新することを妨げないものとする。

(貸付を認める基準「短期」)

第5条　大学法人の不動産の貸付のうち、その期間が短期(1か月未満)のもの(以下「短期貸付」という。)の貸付の範囲の基

準は、次に掲げる場合とする。

(1)　次のアからエまでのいずれかに該当し、かつ、貸付目的が営利を目的としない場合

ア　講演会、研究会等に使用させる場合

イ　入学試験又は就職試験等に使用させる場合

ウ　駐車場として使用させる場合

エ　運動施設(グランド、トラック)又は体育館等を球技大会や運動会等に使用させる場合

(2)　入場料等を徴収する場合等であって分任資産管理責任者が認めた場合

(3)　その他学長が特に必要として認めた場合

(貸付を認めない場合)

第6条　次の各号のいずれかに該当するときは使用させないものとする。

(1)　大学法人の授業、その他本来の目的に支障のおそれがあるとき。

(2)　使用目的が適当と認められないとき。

(3)　施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(4)　公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

https://www.kagawa-u.ac.jp/somu/kisoku/reiki_honbun/x872RG00000125.html?id=j19
https://www.kagawa-u.ac.jp/somu/kisoku/reiki_honbun/x872RG00000125.html?id=j19
https://www.kagawa-u.ac.jp/somu/kisoku/reiki_honbun/x872RG00000125.html?id=j19


(5)　施設管理に支障を生ずると認められるとき。

(6)　前各号のほか不適当と認められるとき。

(留意事項)

第7条　貸付にあたっては、大学法人は現状のまま貸付することとし、将来大学の必要に応じてその貸付を終了させた場合、

第12条に規定する使用者は容易に原状回復ができる状態におくことを原則とする。

(無償貸付)

第8条　無償貸付ができる不動産については、以下のとおりとする。

(1)　大学法人の共済組合に貸し付けるもの

(2)　香川大学生活協同組合に貸し付けるもの

(3)　大学法人専用の電柱、上・下水道管、ガス管等の設置のために貸し付けるもの

(4)　主に大学法人専用の消防施設(防火水槽等)の設置のために貸し付けるもの

(5)　他の法律により国が無償使用とさせている機関等に貸し付けるもの

(6)　本学職員が参画し、かつ、本学において共催又は後援等の名義の使用を許可された学会等に貸し付けるもの

(7)　その他学長が必要と認めた場合

(減額貸付)

第9条　減額貸付ができる不動産については、以下のとおりとする。

(1)　運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するもの

(2)　大学法人の事務又は事業に密接に関連しているもの

(貸付とみなさない範囲)

第10条　次の不動産は、大学法人の事務又は事業の遂行のため、大学法人が当該不動産を提供するものであるから、この細

則でいう貸付とはみなさないことができる。

(1)　新聞記者室

(2)　公認会計士等の監査室

(3)　郵便ポスト

(4)　工事及び製造の請負並びに清掃、警備、運送等の役務の提供を本学以外の者に委託した場合において、それらの請負

及び役務の提供に必要な不動産(ただし、当該請負及び役務の提供に必要な不動産を委託者が提供することが慣習として

一般化しており、かつ、契約書に不動産を提供することが明記されている場合に限る。)

(貸付料)

第11条　不動産を貸し付ける場合の貸付料は、別に定める貸付料算定基準により算定した額に、消費税及び地方消費税の相

当額を加えた額とする。ただし、電気通信事業者に対する電柱等の土地を貸し付ける場合は、電気通信事業法施行令の定

めによる額とする。

2　前項の貸付料は、前納を原則とする。ただし、長期貸付の場合については所定の期日までとし、また、国の機関及び地方

公共団体並びに学長が特に必要と認める者についてはこの限りではない。

3　既納の貸付料は、原則として返還しない。

(使用者の義務)

第12条　使用者は、貸付を認められた不動産について示された使用条件を遵守し、善良な管理者の注意をもって使用しなけ

ればならない。

(長期貸付の手続き等)

第13条　長期貸付を受けようとする者は、学長に不動産貸付申請書(別紙様式1)を提出し、その承認を受けなければならな

い。

2　学長は、前項の申請を承認するにあたり、不動産貸付承認書(別紙様式2)に必要な条件を付し、承認するものとする。

(短期貸付の手続き等)

第14条　短期貸付を受けようとする者は、不動産貸付申請書(短期)(別紙様式3)を原則として、使用予定日の7日(請求書を必

要とするものは20日)前までに当該不動産を管理する分任資産管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

2　分任資産管理責任者は、前項の申請を許可するときは、不動産貸付承認書(短期)(別紙様式4)を交付するものとする。

3　前項の許可書の交付にあたっては、事前に施設環境部施設企画課に合議するものとする。

(相手方の選定)

第15条　不動産の貸付を受けようとする者(以下「相手方」という。)の選定に当たっては、資力、信用、技能等を十分調査

しなければならない。

(申請に対する審査、応答)

第16条　相手方からの申請があったときは遅滞なく当該審査を開始しなければならず、申請に形式的な不備があれば当該申

請の補正を求め、又は申請により求められた貸付を拒否しなければならない。

(貸付を認めない場合の理由の開示)

第17条　申請により求められた不動産の貸付について、貸付を認めない場合には相手方に書面で理由を提示しなければなら

ない。

(損害保険付保)

第18条　独立した1棟の建物の全部又はその大部分を貸し付けようとする場合においては、必要に応じて相手方に大学法人を

受取人とする保険を締結させるものとする。

(貸付承認の取消)

第19条　次の各号のいずれかに該当するときは貸付の承認を取り消す。この場合、使用者のいかなる損害についても大学法

人はその責を負わない。

(1)　本規程による貸付料を納付しないとき。

(2)　不測の事態により大学法人でその施設を使用するとき。

(3)　使用の内容が不適当であると判明したとき。

(4)　使用条件に違反し、又は大学法人の指示に従わないとき。

(貸付資産の損傷)



第20条　使用者が貸付資産を損傷させた場合において、その損傷が使用者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、

使用者にその負担において補てんさせ、又はその損害を弁償させなければならない。

(貸付の取消等の通知)

第21条　長期貸付の許可を受けた者が当該貸付の取消し又は貸付の更新をしないときは、貸付の取消し又は貸付期間が満了

する3ヶ月前に届け出るよう努めなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情がある場合には、この限

りでない。

(聴聞手続及び不利益処分の理由の提示)

第22条　この細則により、貸付を取り消す場合は聴聞手続を執るとともに、その理由を書面で示さなければならない。

(原状回復)

第23条　不動産の貸付が終了したときは、使用者は必ず指定した期日までに原状回復のうえ、当該不動産を明け渡すものと

する。ただし、貸付条件で別の定めをした場合においては、この限りでない。

附 則

1　この細則は、平成17年3月1日から施行する。

2　従前より使用許可され、期間満了していないものについては、従来どおりとする。

附 則(平成17年6月23日)

この細則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

附 則(平成21年10月1日)

この細則は、平成21年10月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年7月1日)

この細則は、令和3年7月1日から施行する。

附 則(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和4年11月1日)

この細則は、令和4年11月1日から施行する。

附 則(令和7年4月1日)

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

別紙様式1

https://www.kagawa-u.ac.jp/somu/kisoku/reiki_honbun/word/x872FG00005317.rtf


別紙様式2

https://www.kagawa-u.ac.jp/somu/kisoku/reiki_honbun/word/x872FG00005321.rtf






別紙様式3

https://www.kagawa-u.ac.jp/somu/kisoku/reiki_honbun/word/x872FG00005320.rtf


別紙様式4

https://www.kagawa-u.ac.jp/somu/kisoku/reiki_honbun/word/x872FG00004425.rtf



